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協 賛 公益社団法人宮崎労働基準協会 建設業労働災害防止協会宮崎県支部 林業・木材製造業労働災害防止協会宮崎県支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮崎県支部 公益社団法人建設荷役車両安全技術協会宮崎県支部 

独立行政法人労働者健康安全機構 宮崎産業保健総合支援センター 

 
 
 
 

令和７年度 

全国安全週間 
本週間 ７月１日～７月７日 
≪ 準備期間 ６月１日～６月３０日 ≫ 

 宮 崎 県 産 業 安 全 衛 生 大 会 
と き  令和７年 11 月 12 日（水）13 時 30 分～ 
ところ  宮崎市佐土原総合文化センター 

  

全国安全週間は、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、産業界での自主的な労働災害防
止活動の推進と、職場での安全意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的とし、昭和３年に
初めて実施されて以来、今年で 98 回目を迎えます。 

令和６年に宮崎県内で発生した労働災害の発生状況（新型コロナウイルス感染症を除く）を
見てみると、死亡災害が前年比プラス１件の 14 件、休業 4 日以上の死傷災害が 35 件増の
1543 件となっており、近年の休業 4 日以上の労働災害は年間 1500 件前後で推移しています。 

全国安全週間開催中に自社の安全管理を点検し、労働災害の撲滅に向けた取り組みを行いま
しょう。  

 

STOP︕熱中症 

熱中症警戒アラート 検 索 職場における熱中症予防情報 

ポータルサイトで安全教育用

の動画＆好事例公開中！ 

⇧ポータルサイトはこちらです。 

転 倒 ・ 腰 痛 災 害 防 止 に 取 り 組 み ま し ょ う ︕ 

県内の労働災害（新型コロナウイルス感染症を除く）は、転倒災害が最も 
多く、令和６年は 416 件で全体の約 27％を占めています。転倒災害の主な 
原因は、滑り、つまづき、踏み外しです。また、腰痛災害は介助業務を行う社会福祉施設で多
発しており、課題となっています。 
 転倒・腰痛災害は高年齢労働者でも多発していることから、下記エイジフレンドリー補助金など
も活用して、転倒しにくい職場環境への改善、労働者の体力測定の実施、アシストスーツの購
入など、転倒・腰痛災害防止に向けた取組みのきっかけづくりを行いましょう。 

令和６年の県内の労働災害（新型コロナウイルス感染症を除く）のうち高年齢 
労働者（60 歳以上）に関する労働災害は 543 件で全体の 35.2％を占めています。 

高年齢労働者の労働災害の発生には、加齢に伴う身体・精神機能の低下が影響を与えてい
るため、これによる労働災害発生のリスク低減に視点を置き、対策を進めていくことがポイントとなり
ます。高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、リスクアセスメントの実施、
職場環境の改善、健康診断、体力チェックの実施を踏まえた措置等に取り組みましょう。 

厚生労働省は令和７年度もエイジフレンドリー補助金の交付を進めています。今年度から新た
に「エイジフレンドリー総合対策コース」が新設され、様々なニーズに応じやすくなりました。エイジフ
レンドリー補助金の申請方法については、下記 QR コードから、一般社団法人日本労働安全衛
生コンサルタント会 HP（エイジフレンドリー補助金事務センター）をご確認ください。 
 
 

エ イ ジ フ レ ン ド リ ー 職 場 を 目 指 そ う ︕ 

 
【エイジフレンドリー補助金を利用して導入した実例（千葉労働局公表）☝】 

S A F E コ ン ソ ー シ ア ム に 加 盟 し ま し ょ う ︕ 
厚生労働省が推進幹事となっている「SAFE コンソーシアム」には、現在さまざまな業種の企業が加

盟しています。加盟することにより、①ロゴマークの使用やアワードによる労働安全衛生への取組の
PR、②加盟メンバー間での取組事例の共有による企業内等での労働安全衛生水準の向上、労働
災害損失の減少、③加盟メンバー間の労働災害防止・健康増進事業連携マッチングなどのメッリトが
あります。 

県内でも現在 15 社が加盟しており、宮崎労働局内の SAFE 協議会などで活躍しています。みな
さんも是非加盟してみてください。 

令 和 ７ 年 度  全 国 安 全 週 間 の 実 施 に つ い て 

令和 7 年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行され、新たに熱中症対策が罰則付き
で義務化されます。 

これは、近年の熱中症発生状況を分析したところ、そのほとんどが「初期症状の放置」や「対
応の遅れ」によるものであったことから、熱中症の重篤化を防ぐため、下記のとおり WBGT 値の活
用を前提に、職場の熱中症リスクに応じた対策を義務付けるものです。 

対策が義務付けられるのは、「WBGT28 度以上または気温 31 度以上の環境下で連続 1
時間以上または 1 日 4 時間を超えて実施が見込まれる作業」となります。上記クールワークキ
ャンペーン期間中に職場の「体制整備」、「作業手順の作成」、「作業手順の周知」を行うよう
にしましょう︕ 

SAFE コンソーシアム HP 

QR コードはこちらから⇩  STOP︕熱中症 クールワークキャンペーンの実施について 

SAFE コンソーシアムへの 

加盟方法はこちらから⇩  

令和 7 年６月１日から熱中症対策が罰則付きで義務化されます︕ 

職場の熱中症対策に関する 

情報の詳細はこちらから⇩  

エイジフレンドリー補助金事務センター☟  



番号 業種 年齢

1 林業 60代

2 建築工事業 70代

3 土木工事業 60代

4 新聞販売業 60代

5 林業 30代

6 セメント・同製
品製造業 40代

7 一般貨物自
動車運送業 40代

8 その他の事業 50代

9 特定貨物自
動車運送業 70代

10 土木工事業 20代

11 林業 60代

12 その他の事業 60代

13 農業 50代

14 林業 30代

災害発生状況

宮　崎　県　内　に　お　け　る　労　働　災　害　の　現　状（ コ ロ ナ を 除 く ）

　令和６年 業種別・事故の型別 労働災害発生状況（コロナを除く休業4日以上・県内）

令和６年死亡災害の発生状況

　被災者は、養殖用の水槽（深さ1.4ｍ）の壁や床に生じたクラックの補修作業を
行っていた。他の作業者が、水槽の壁の近くに倒れている被災者を発見した。被災者
の側には移動式はしごが倒れていた。
　道路補修工事現場において、被災者は、湧水等による法面の崩壊等を防止する
ため、法面下の床掘箇所に立ち入ったところ、法面が崩壊し、土砂の下敷きとなった。

　被災者は、原付バイクで新聞配達を行っていたところ、幅員約６ｍのカーブで転倒
した。

　被災者がチェーンソーで杉の伐木作業を、同僚が木材グラップル機で伐倒木の集材
作業を行っていた。同僚が被災者の伐木作業が行われないことを、不審に思い、確
認したところ、伐根の近くで倒れている被災者を発見した。

 被災者はチェーンソーでひのきの伐木作業を行い、同僚は仮置きされた材をトラック
で搬送する作業を行っていた。同僚が被災者の様子を伺いに行ったところ、ひのきの
下敷きになった被災者を発見した。
　コンクリートプラント内の排出口に砂が詰まったため、被災者は上司とともにコンクリー
トプラント内に入り、スコップで詰まりを除去していたが、詰まりが解消した瞬間に被災
者は下部に排出される砂の勢いに呑まれ生き埋めになった。
　高速道路のトンネル内を運転中、すでに衝突事故を起こし停車中のトラックに追突
して死亡した。なお、被災者が運転していたトンネル内では、トレーラーが全焼する火
災が起きており、火災の際に生じた煙によって視界不良となっていた。

　同僚が伐倒した杉（樹高約22ｍ）が斜面（傾斜約35度）を滑り落ち、下方で
グラップルを運転していた被災者に激突した。

　被災者はボートに乗って川の測量作業を行っていたところ、バランスを崩して川に転
落した。被災者はボートを追って再び乗り込んだが、ボート内に川の水が浸水したこと
により、ボートが転覆して溺死した。なお、災害発生前日の降雨により、川が増水して
いた。

　被災者は車庫の修理をするため、車庫の屋根（高さ５ｍ）に登ったところ、波板
スレートを踏み抜き、地上へ墜落した。

　被災者は、傾斜45度のトンネル内において資材運搬用のウインチに乗り、自らウイ
ンチを操作して斜面を降りていたところ、ウインチのワイヤロープが切れ、約45mの高さ
から滑落してコンクリート壁に激突した。

　立木（高さ約23ｍ、胸高直径約30ｃｍ）を他の労働者が伐倒したところ、伐倒
予定方向から約45度ずれ、約18ｍ離れた箇所にいた被災者に激突した。

　被災者Ａはフォークリフトを運転し、玄米の入ったフレコンバックをはい積みし、被災
者Ｂはフォークリフトの誘導を行っていたところ、はい積みしていたフレコンバックが崩れ
落ち、被災者Ｂが下敷きとなった。被災者Ａは救出のため、被災者Ｃと同僚Dを呼
び、被災者Bに近づいたところ、はい積みされた別のフレコンバックがさらに崩れ落ち、
被災者A及び被災者Cが下敷きとなり、被災者Ａが死亡した。

　被災者は、ビニールハウスの上に登って何らかの作業を行っていたところ、ビニールを
自動開閉する機械のシャフトに雨合羽のフードが巻き込まれて窒息した。

H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年
建設業 5 5 3 1 5 5 4 4 1 3

林業 3 3 5 1 5 1 2 5 3 4
製造業 1 2 2 1 0 1 1 4 3 1

運輸業 2 2 4 2 1 3 3 2 0 2

第三次産業 3 2 3 4 1 1 2 2 5 3

全産業 14 15 17 9 12 13 13 17 13 14
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〇令和７年度労働保険年度更新
のお知らせ
QRコードはこちら⇒

〇労働保険料に関する口座振替
のお知らせ
QRコードはこちら⇒

〇年度更新 電子申請特設サイト

QRコードはこちら⇒


